
第 3号 様式 (第15条関係)

事 業 者 排 出 量 削 減 報 告 書

注 1核 当する口には レ 印を記入してください.特 定事美者以外の事舞者の方はレ印の出入は不要です。

2 F基 準年度Jと は革四luFP3の前年度を  r目 標年度Jと ll計画期PLqの最終年度を  F報 告年度jと は計画期間のうち 今 回報告の対象となる年度をいいます.

3「 事業所宰排出区分3と は京都市内の事茶所等の事業活動のためのエネルギーの使用に作い発生する温室効果ガスを i輸 送車両排出区分」とは自動車運送事業者については使用の本純の位置
を京都府内とする車両の排出する温室271果打スを 妖 道平英者については保有する策物車両又は旅客車両の排出する温室効果ガスを  「その他排出区分Jと は上記以外の京都府内における事業
所等の事業活動にやい発生するla室効果ガスといいます

4 rそ の他の地球温暖化対策による温室効果ガスのlll濃最等Jの 実績については 計 画期PP3中の実績の累計を記入してください.
(例)グ リーン缶力の難入による温室効果ガスの朗滋実績が 18年 度 5ト ンで19年F/FloトンのJB合 19年 度の報告書の実績については 18年 度と19年 度の実績を螺計し15トンと記入

5 r特 記事項jに は 平 成2年度 (3990年 度)を 基準とした排出量の対比やエネルギー原単位CO:排出最 省 エネ製品阿発など他者の温室効果ガス排出肖J誠への貿は グ リーシ調置の採用
特定フロシなどの条例指定外の近室効果ガスの削減などを記入してください

京都市山科区竹鼻竹ノ街道町91番 地
卜B管 理組合施設部会

特定事業者の
主たる業種 廓 再佑 帥 う落者をを
該当する事業
者要件 定

　

や
　
Ｆ

京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原油に換算して1500キロリットル以上))

京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第2号又は第3号該当事栄者 (大規模運送事業者 (トラックスはパス100台以上/タ クシー150台以
上/鉄 道車両150両以上)
京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第4号該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模」F出事業者 (二酸化炭素に換算して3000トン
以上))

計 画 期 度 平成  18 年 4 月  ～  平 成   20 年 3 月

基 本 方 J エネルギーの有効利用の促進 (空調、照明等の適正化)に より、 5%以 上のC02排 出量の削減を目指す。

推 進 体 制
部会長を長とするエネルギー管理組織及び管理組合担当役員を長とする省エネルギー推進委員会の設置と実施計画の作成、例月の進捗管理

システムを構築する。

貝
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置中的帥
年
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及

年 度 設備、対象、工程等 措 置 内 容

18～19 商業施設
商薬施設ではあるが、願客サービスの低下を招かない程度で、空調の適正化及び照明の道正化に努め、都市ガス

並びに電気使用量を削減する。

ス
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排出区分
基 準 年 度 【実 薇 ,

(17)年 度

(二酸化炭率換算 く1))

日 環 年 反 (訂 回 ナ

( 1 9 )年 度
(二酸化炭素狼算 く1)〕

咋調
的

報 告 午 反 く夫 頼 サ

(18)年 度
(二酸化 炭策 理算 (1) ) 呼的∽A事 業所宰排出区分 2871t 725 t -5 】 % t

-53%

B輸 送車両排出区分 t t % t %

Cそ の他排出区分 t t % t %

排出合計 1    2 1 8 7 1 t 2    21725t -5 1% 4               2,719t -5 3%

その他の地球
温暖化対策に
よる温室効果
ガスの削減畠
等

対策等の区分
目 報告年度 (実績)

取紅畳等 (二酸 化炭訴換 算 (1 取紙畳等 (=整 化炭議験算 (〔))

奈林の保全及び整 〈整備面積! ha 〈吸収最) t (整捕両TAI (吸収量) t

府内産の木材の利用 (利用畳) 〈削減器) t (利用曇) rnl (高J減最) t

自然エネルギーを利用 した
電力又は熱の供給

(売電最) (削減昼〉 t (売電量) (削減畳) t

(熱供湾畳 G】 (消J滅量) t (熱供緒五! 」 (朝波曇) t

グリーン電力の期入 (購入最) 【vh (削滅ユ) t (購入量 ) 【vh く削減量) t

削減量等合計 t |

差引排出量

く排出合計―削滅写合計)

基準年度 (実績) 目標年度 (計画) 削減率 〈計画) 報告年度 (実績) 自J済率 (実績〉

1     2.871 t ●コヤⅢ的   2725t 51% 1,“1,。              2,719t -53%

特 記 事 項

1 館内商業共用部のPMACの 設定温度は、夏場26℃、冬場20℃としている。しかしながら、テナント従業員等がリモコンスイッチを操作
して、温度設定を変えているのが判明したため、館内巡回時の設定温度確認 スイッチ操作不可の張り紙等を行い、設定温度の管理を
徹底した。

2平 成18年5月～9月の外気最高気温は、8月を除さ約1℃前年より低く、平成19年 1月～3月の外気最低気温は、約1度前年より高
かつた。
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